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令和６年度第１回神奈川県医療費検討委員会

第四期医療費適正化基本方針の改正について
※令和６年11月１日に国において改正公告があったことの報告になります。

神奈川県 健康医療局 保健医療部 医療保険課

令和６年12月９日



第四期医療費適正化基本方針の主な改正点（厚労省告示第326号）

・ 副次的目標として、バイオ後続品に80％以上置き換わった成分数が全体の成分数の

60％以上とすること、後発医薬品の金額シェア65％以上とすることを目標として設定す

ることが考えられる。

○ 後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進に関する数値目標について

○ 後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進に関する取組について

・ 「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマッ

プ」を踏まえた取組を進めることも考えられる。

・ 後発医薬品の使用促進による医療費適正化効果額は、数量シェアか金額シェアのいず

れも効果額を算定した上で、より効果額が高い方をその効果とする。
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基本方針の改正を踏まえて検討

・第四期計画において

バイオ後続品の数値目標は既に設定済 後発医薬品の金額シェアの数値目標は未設定

上記は、副次的目標であることから、まずは主要目標である後発医薬品の数量シェア80％以上の維

持・向上を目指しつつ、国から送付されるNDBデータセットを活用し、金額シェアの薬効別の使用

状況を分析し、毎年度の進捗状況において評価する。計画の改正の必要性は他都道府県の状況を踏ま

え、今後検討していく。

○ 後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進に関する数値目標について

○ 後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進に関する取組について

・ 「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマップ」を踏

まえ、引き続き保険者における差額通知や普及啓発の取組を支援していく。


